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第第第第    ４４４４    回回回回    第第第第    ２２２２    農農農農    地地地地    部部部部    会会会会    議議議議    事事事事    録録録録    

 

日      時  平成２７年４月２１日（火）午後２時００分 

 

場      所  グリーンハウス美杉 １階 研修集会室 

 

出 席 部 会 委 員   25伊藤
い と う

 武則
たけのり

・26稲葉
い な ば

 和久
かずひさ

・27大井
お お い

 一司
か ず し

・28鈴木
す ず き

 照
てる

正
まさ

 

29田口
た ぐ ち

 慶則
よしのり

・30諸戸
も ろ と

 善
よし

昭
あき

・31上川
うえかわ

 洋文
ひろふみ

・32田中
た な か

 竹
たけ

次
つぐ

 

33守山
もりやま

 孝之
たかゆき

・35池田
い け だ

 昌司
ま さ し

・36井谷
い た に

 功
いさお

 ・37岸野
き し の

 隆夫
た か お

 

38中川
なかがわ

 和雄
か ず お

・39藤田
ふ じ た

  武
たけし

・40結城
ゆ う き

 晉三
しんぞう

・42片
かた

岡
おか

 眞
まさ

郁
いく

 

47中谷
なかたに

 秀也
ひ で や

 

                                    以上１７名 

 

欠 席 部 会 委 員    

 

出席部会員外委員  34浅井
あ さ い

 競
きそお

 

 

議      長  第２農地部会長 諸戸 善昭 

 

事 務 局 職 員  奥野事務局長・鈴村事務局次長・大原主査 

 

総 合 支 所   久居：加賀担当副主幹 一志：片山担当主幹 白山：前田担当副主幹 

          美杉：前山主査 

 

議 事 録 署 名 者  ３２田中
た な か

 竹
たけ

次
つぐ

・４７中谷
なかたに

 秀也
ひ で や

 

 

事      項 

 

 報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

 報告第２号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

 報告第３号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出について 

 報告第４号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（所有権移転） 

 報告第５号 農業生産法人の定期報告について 

 

 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（農業委員会許可・所有権移転） 

 議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について（農業委員会許可） 

 議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可の取消願について 

                           （農業委員会許可・所有権移転） 

 議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

                           （農業委員会許可・所有権移転） 

 議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

                           （農業委員会許可・使用貸借） 

 議案第６号 農地法経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積計画の決定 

       について ＜別冊＞ 
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議   事   の   大   要 

 

議  長   それでは、農地部会を開会させていただきます。 

       本日は、全員出席でございます。よろしくお願いします。 

       議事録署名委員を指名させていただきますので、お願いします。３２番   

田中委員・４７番 中谷委員、ご両人よろしくお願いします。 

       この部会に付議されました議案につきましては、事前に通知いたしたとおり

です。よろしくお願いします。 

       まず初めに、会長の専決等の報告事項に入ります。報告第１号から報告第５

号につきまして、事務局から一括して報告を願いします。事務局、よろしくお

願いします。 

 

事 務 局   議案書の１ページ、２ページをお願いいたします。 

報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知についてでございま

す。 

番号１から１７で、件数は１７件、合計面積 ４０，８０８㎡で、その内訳

は、田が３９，０９９㎡、畑が１，７０９㎡でございます。 

これらにつきましては、農地の賃貸借を、貸人、借人、双方の合意により解

約したものであります。 

３ページから５ページをお願いいたします。 

報告第２号 農地法第３条の３第１項の規定による届出についてでございま

す。 

番号１から５で、５ページになりますが、合計で件数は５件、面積は   

 ２９，３９４.９１㎡で、その内訳は、田が２０，７５２㎡、畑が 

８，３８８.９１㎡、その他、これは台帳地目 山林で現況地目 畑になります

が、２５４㎡でございます。これらにつきましては、相続の届出でございます。 

なお、現況が宅地になっているところは、無断転用の可能性がありますので、

届出人に対して指導しております。 

６ページをお願いいたします。 

報告第３号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出についてでござい

ます。 

番号１、貸し駐車場用地の１件で、面積は畑で２２５㎡でございます。 

７ページをお願いいたします。 

報告第４号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（所有権

移転）でございます。 

番号１、境内地用地、番号２、一般個人住宅用地、件数はこの２件、合計面

積は２件とも畑で２６３．６１㎡でございます。 

８ページをお願いいたします。 

報告第５号 農業生産法人の定期報告についてでございます。 

番号１、株式会社＿＿＿＿、主たる耕作物はキャベツ、耕作面積は、畑で 

０．８６ｈａ。 

番号２、有限会社＿＿＿＿、主たる耕作物は水稲、耕作面積は、田６．３５

ｈａ、畑 ０．０９ｈａ、合計 ６．４４ｈａ。 

番号３、有限会社＿＿＿＿、主たる耕作物は和牛、耕作面積は、田で４７ｈ

ａ、畑 ０．５ｈａ、合計 ４７．５ｈａ。 
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番号４、有限会社＿＿＿＿、主たる耕作物は水稲、耕作面積は、田３９ｈａ、

畑 ０．０４ｈａ、合計 ３９．０４ｈａ。 

番号５、有限会社＿＿＿＿、主たる耕作物は水稲、耕作面積は、田で 

２６．６４ｈａ。 

以上、件数は５件で、いずれの案件も、組織形態要件、事業要件、構成員要

件、業務執行役員要件の全てを満たしているものと判断されます。 

報告案件につきまして、以上で説明を終わります。よろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

事務局からの報告がありましたとおりでございますので、よろしくお願いし

ます。 

それでは、議案事項に入ります。 

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（農業委員会許

可・所有権移転）を議題とします。事務局、説明を願いします。 

 

事 務 局   ９ページをお願いいたします。 

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（農業委員会許

可・所有権移転）でございます。 

番号１、地区 久居、受人 ＿＿＿＿、面積１８，９７６㎡、渡人 ＿＿＿、

面積 １８，９７６㎡、申請地 久居小野辺町北小膳田＿＿＿＿、台帳地目・

現況地目とも畑、面積 ４９９㎡ 外１筆で、合計面積９９４㎡。 

これにつきましては、孫への生前部分贈与になります。 

番号２、地区 久居、受人 ＿＿＿＿、面積 １８，９７６㎡、渡人＿   ＿、

面積 １８，９７６㎡、申請地 久居小野辺町北小膳田＿＿＿＿、台帳地目・

現況地目とも畑、面積 １，０６２㎡ 外１筆で、合計面積１，５２８㎡。 

これにつきましては、親子間の生前部分贈与になります。 

番号３、地区 川口、受人 ＿＿＿＿、面積 １，１５８㎡、渡人＿＿＿＿、

面積５，４０８㎡、申請地 白山町川口大角＿＿＿＿、台帳地目・現況地目と

も畑、面積 ６０３㎡。これにつきましては、義弟への生前部分贈与になりま

す。このほか５，２３８㎡の農地について、利用集積で借入予定です。 

以上、件数は３件で、合計面積は全て畑で３，１２５㎡でございます。 

いずれの案件も、農業をまじめに行い、農機具も保有しており、周辺の農地

に影響もなく、農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件の全て

を満たしていると考えます。 

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。事務局より説明がありましたが、立ち合っていただ

きました地元委員のご意見をお伺いいたします。１番、お願いします。 

 

稲葉委員   ２６番 稲葉です。番号１、２は、一括で説明します。 

 

議  長   お願いします。 

 

稲葉委員   １６日に委員と事務局と一緒に現地確認に行ってまいりました。 

       場所は、高茶屋の＿＿＿＿のすぐ西側、約５００ｍのところにあります梨園

です。先ほど事務局の説明どおり、何ら問題ないと思いますので、よろしくご
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審議お願いします。 

 

議  長   説明ありがとうございます。３番、お願いします。 

 

池田委員   ３５番 池田です。１６日日に、事務局１名と委員３名で現地を見てまいり

ました。 

       場所的には、＿＿＿＿の近くで、畑ですが、植木が沢山植えてあります。そ

の植木自体も、手入れがしてないということでございます。事務局の説明どお

り何ら問題はないと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

議  長   はい、ありがとうございます。ただいま地元委員の説明がございましたが、

皆さん方のご意見をお伺いしたいと思います。皆さんいかがでしょうか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。それでは異議なしと認め、議案第１号については許

可することに決定したいと思います。 

       続きまして、議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請につい

て（農業委員会許可）を議題とします。事務局、説明願います。 

 

事 務 局   １０ページをお願いいたします。 

議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について（農業委員

会許可）でございます。 

番号１、地区 川合、申請者 ＿＿＿＿、申請地 一志町片野堂ノ城＿＿＿、

台帳地目・現況地目とも畑、面積 ４９９㎡。です。 

これにつきましては、居宅を新築するため、申請地を息子と共有の一般個人

住宅用地とするものです。共有分につきましては、第５条で使用貸借権を設定

しての転用許可申請になります。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

番号２、地区 八ッ山、申請者 ＿＿＿＿、申請地 白山町山田野柳坪 

＿＿＿＿、台帳地目・現況地目とも田、面積 ２１４㎡。 

これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。パネル

設置面積は、１４７㎡、転用面積の６８．６％になります。農地区分は、第２

種農地と判断されます。 

以上、件数は２件、合計面積は７１３㎡で、その内訳は、田が２１４㎡、畑

が４９９㎡でございます。 

いずれの案件も農地法第４条第２項各号には該当しないため、許可要件の全

てを満たしていると考えます。 

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。事務局の説明がありましたが、立ち合っていただき

ました地元委員のご意見をお伺いします。 

１番、お願いします。 

 

田中委員   ３２番 田中です。１６日に委員４名と事務局２名で現地を確認いたしまし

た。 

場所は、片野地区の中に＿＿＿＿という工場がございます。その西側でござ
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います、よろしくお願いしたいと思います。 

 

議  長   ２番、お願いします。 

 

池田委員   ３５番 池田です。１６日に総合支所、委員３名で現地を見てまいりました。

場所的には＿＿＿＿から家城のほうへというか、藤へ走ってくる途中で、   

＿＿＿＿から１ｋｍぐらいのところで、左側に＿＿＿＿さんのハウスがござい

まして、それのちょうど右側に、寺がございます。自分の家が田の後ろにあり、

道と自分の田の間ということで、何ら問題はないということですので、よろし

くご審議お願いします。 

 

議  長   ありがとうございました。地元委員より説明がございましたが、皆さん方の

ご意見をお伺いしたいと思います。いかがでしょうか。 

 

部会委員  ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   それでは、お諮りします。ただいま審議をいただきました議案第２号につい

て、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   異議なしと認めます。議案第２号については許可することと決定したいと思

います。 

       続きまして、議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可の取消願に

ついて（農業委員会許可・所有権移転）を議題とします。事務局、説明願いま

す。 

 

事 務 局   １１ページをお願いいたします。 

 議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可の取消願について（農

業委員会許可・所有権移転）でございます。 

番号１、地区 大三、受人 株式会社＿＿＿＿代表取締役＿＿＿＿、渡人 

 ＿＿＿＿、申請地 白山町三ヶ野米ヶ瀬＿＿＿＿、台帳地目・現況地目とも

田、面積 ３８０㎡ 外４筆、合計面積 ５，２３４㎡です。 

これにつきましては、転用目的を太陽光発電施設用地として平成２６年６月

２３日に許可した案件ですが、送電線設置の費用が多額であることから事業を

取りやめ、本許可を取り消していただきたいとの願いが提出されております。 

番号２、地区 川口、受人 ＿＿＿＿ 外１名、渡人 ＿＿＿＿、申請地 白

山町川口岩脇＿＿＿＿、台帳地目・現況地目とも田、面積 ４１６㎡。 

これにつきましては、転用目的を庭園用地として平成２７年１月２３日に許

可した案件ですが、売買契約変更のため、本許可を取り消していただきたいと

の願いが提出されております。 

以上、件数は２件、合計面積は田で５，６５０㎡でございます。 

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。事務局より説明がありました。地元委員の皆さんの

ご意見をお伺いいたします。 

１番、お願いします。 
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井谷委員   ３６番、井谷です。この６月に許可をいただいたんですが、その時には   

＿＿＿＿で事業をすることでしたんですが、その後、本人から、鉄塔を建てる

のに費用が必要で、業者が引き上げるということでした。そういうことですの

で、今また農地として使うということですし、米作をやっておりますので、そ

れは誰かに耕作してもらうということで、貸借についてはまた申請が出てくる

と思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

議  長   ありがとうございます。 

２番、お願いします。 

 

池田委員   ３５番、池田です。場所は、＿＿＿＿前でして、現場へは、田んぼへ行くと

いう道でして、それは昔からの道で、テーラーが通らないというような状況で、

庭にはまともには出来ないような感じですので、取消しでご理解をいただきた

いということでございますので、よろしくご審議お願いします。 

 

議  長   はい、ありがとうございます。ただいま地元委員の説明がございましたが、

皆さん方のご意見をお伺いしたいと思います。いかがですか。よろしいですか。 

 

部会委員  ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   それでは、意見もないようですのでお諮りします。 

       ただいま審議をいただきました議案第３号について、これにご異議ございま

せんか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第３号については、取り消すことを決定

したいと思います。 

       続きまして、議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請につい

て（農業委員会許可・所有権移転）を議題とします。事務局、説明願います。 

 

事 務 局   １２ページをお願いいたします。 

議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員

会許可・所有権移転）でございます。 

番号１、地区 栗葉、受人 ＿＿＿＿、渡人 ＿＿＿＿、申請地 稲葉町稲

初垣内＿＿＿＿、台帳地目・現況地目とも田、面積 ２０８㎡です。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、１１区画の貸し

駐車場用地とするものです。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

番号２、地区 大井、受人 ＿＿＿＿、渡人 ＿＿＿＿、申請地 一志町井

関下名倉口＿＿＿＿、台帳地目 田、現況地目 雑種地、面積 ８４２㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、太陽光発電施設

とするものです。パネル設置面積は、４３１㎡、転用面積の５１．２％になり

ます。 

続きまして、番号３、地区 大井、受人 有限会社＿＿＿＿代表取締役   

＿＿＿＿、渡人 ＿＿＿＿、申請地 一志町井関下名倉口＿＿＿＿、台帳地目

 田、現況地目 雑種地、面積 ８００㎡。 
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これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、太陽光発電施設

とするものです。パネル設置面積は、３５４．２㎡、転用面積の４４％になり

ます。 

なお、この２件につきまして、所有者は、平成１０年ごろから申請地を資材

置場として利用しており、始末書が提出されております。農地区分は、いずれ

も第２種農地と判断されます。 

番号４、地区 川合、受人 ＿＿＿＿有限会社 取締役＿＿＿＿、渡人 

＿＿＿＿、申請地 一志町八太餅川＿＿＿＿、台帳地目・現況地目とも田、面

積 ６３９㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、運送車両の駐車

場用地とするものです。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

番号５、地区 川合、受人 ＿＿＿＿株式会社 代表取締役＿＿＿＿、渡人 

＿＿＿＿ 外６名、申請地 一志町小山中野＿＿＿＿、台帳地目・現況地目と

も畑、面積 ２９０㎡ 外６筆、合計面積 ２，１２３㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、太陽光発電施設

用地とするものです。パネル設置面積は、１，２１６．９㎡、転用面積の５７％

になります。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

番号６、地区 奥津、受人 ＿＿＿＿、渡人 ＿＿＿＿、申請地 美杉町奥

津カシ尾＿＿＿＿、台帳地目・現況地目とも田、面積 ２，８２４㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、太陽光発電施設

用地とするものです。パネル設置面積は、一体利用地を含め１，０５３㎡、全

体面積２，９８８㎡の３５．２％になります。農地区分は、第２種農地と判断

されます。 

番号７、地区 上多気、受人 ＿＿＿＿、渡人 ＿＿＿＿、申請地 美杉町

上多気奥新田＿＿＿＿、台帳地目 田、現況地目 雑種地、面積 ５５５㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、工務店の資材置

場用地とするものですが、既に所有者により木材チップ置場に転用されており、

始末書の提出がありますことから追認しようとするものです。農地区分は、第

２種農地と判断されます。 

以上、件数は７件、合計面積は７，９９１㎡で、その内訳は田、５，８６８

㎡、畑、２，１２３㎡でございます。いずれの案件につきましても農地法第５

条第２項各号には該当しないため、許可要件の全てを満たしていると考えます。 

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       事務局より説明がありましたが、地元委員のご意見をお伺いしたいと思いま

す。１番、お願いします。 

 

鈴木委員   ２８番、鈴木です。 

       １６日に地元委員と事務局で現地の確認に行ってまいりました。場所は、県

道上稲葉羽野線沿いです。下稲葉の中心的なところにありまして＿＿＿＿の 

１００ｍぐらい北になります。そして、＿＿＿＿さんの住宅の真東、東隣です

ので、詳細については事務局の説明どおりですので、よろしくお願いご審議を

いただきます。 

 

議  長   ありがとうございます。２番、お願いします。 
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上川委員   ３１番、上川です。 

１６日に現地確認させていただきました。この２番、３番とも＿＿＿＿の東

約２００ｍのところにありまして、現在埋め立ても終わっていますが、事務局

の説明どおり始末書等も出ております。何ら問題ないのでよろしくお願いしま

す。 

 

議  長   はい、ありがとうございます。４番、お願いします。 

 

田中委員   ３２番、田中です。 

４番、５番と説明をさせてもらいます。 

４番は、１６に委員４名、事務局２名、で確認をいたしました。場所は、 

＿ ＿＿＿の北です。細部につきましては、事務局説明のとおりですので、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

５番につきましても、委員、事務局で現地を確認いたしました。場所は、 

＿ ＿＿＿の南に当たります。その近くということでございます。細部につき

ましては、事務局説明のとおりですので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

議  長   はい、ありがとうございます。６番、お願いします。 

 

中川委員   ３８番 中川です。 

１６日に現地確認をしてまいりました。会長、地元委員、事務局と確認に入

りました。 

現地は、＿＿＿＿から東へ２００ｍ余りのところにあります。周辺は農地が

なく、別に影響はないと思います。 

それから、受人の住所ですけれども、山梨県となっておりますが、管理のほ

うは管理会社に委託するということですので、何ら問題はないと思いますので、

よろしくお願いします。 

 

議  長   ７番、お願いします。 

 

結城委員   ４０番 結城です。 

７番、上多気について説明をいたします。１６日事務局と一緒に現地を確認

してまいりました。 

受人は申請地の近くに事務所を持っておりまして、資材及び材木を置きたい

ということで申請を出されております。今般、所有者の了解を得られて申請す

ることになりました。現地は平成２年１０月頃から違反状態となっておりまし

た。 

始末書を添付されておりますので、何ら問題はないかなと思いますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

 

議  長   ありがとうございます。地元委員の説明がございましたが、皆さん方のご意

見をお伺いしたいと思います。 

 

浅井委員   ちょっとすみません。１件だけちょっと質問ですけど、この太陽光発電のパ

ネルの設置面積というか、割合というのは、これ制限があるんですか。 
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事 務 局   法的に制限はありませんが、大きな面積ですと県の農業会議の諮問会議に諮

られますが、その時に議論されるが、おおむね４割は超すような形が標準的で

はないかということで、パネル面積があまり小さいと土地の利用率が悪いとい

うふうな判断をされるようです。 

       最近提出されています太陽光発電施設につきましては、ほとんど４割超して

おるような状況でして、一部の山間地域で３割台というところもあります、そ

れは事情がある場合に限り、仕方ない状況です。 

 

浅井委員   なるほど。何か制限がないのかなと思いますけど、そういう規定はないんで

すかね。 

 

事 務 局   ４割は一般的な数値ということになります。 

 

浅井委員   はい、わかりました。 

 

議  長   あと、どなたかご意見よろしいですか。 

 

部会委員  ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   それでは、お諮りします。ただいま審議をいただきました議案第４号につい

て、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第４号については許可することと決定し

たいと思います。 

       引き続きまして、議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請に

ついて（農業委員会許可・使用貸借）を議題とします。事務局、説明お願いし

ます。 

 

事 務 局   １３ページをお願いいたします。 

       議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員

会許可・使用貸借）でございます。 

       番号１、地区 川合、借人 ＿＿＿＿、貸人 ＿＿＿＿、申請地 一志町片

野堂ノ城＿＿＿＿、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ４９９㎡です。 

       これにつきましては、借人は、貸人と無期限の使用貸借契約を締結し、居宅

を新築するため、共有の一般個人住宅用地とするものです。農地区分は、第２

種農地と判断されます。 

       件数はこの１件で、農地法第５条第２項各号には該当しないため、許可要件

の全てを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。事務局説明がありましたが、現地で立ち会っていた

だきました地元委員のご意見を伺います。 

 

田中委員   ３２番 田中です。この案件は、第４条、第２号議案で検討をいただきまし

た＿＿＿さんの土地の関係です。１６日に現地確認いたしました。内容につい
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ては事務局の説明どおりですので、ひとつよろしくお願いします。 

 

議  長   はい、ありがとうございます。地元委員さんの説明を伺いましたが、皆さん

方のご意見をお伺いしたいと思います。よろしいですか。 

 

部会委員  ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   それでは、お伺いします。ただいま審議をいただきました議案第５号につい

て、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第５号については許可することと決定し

たいと思います。 

       続きまして、別冊としてお配りいたしました議案第６号 農地法経営基盤強

化促進法第１８条の規定による農用地利用集積計画の決定についてを議題とし

ます。事務局、説明願います。 

 

事務局    それでは、説明をさせていただきます。 

議案第６号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積

計画の決定についてでございます。 

別冊の津市農用地利用集積計画をお願いします。 

表紙の次で、農用地利用集積計画地区別集計表をごらんください。各地区別

に、下の合計欄でご説明いたします。 

久居地区につきましては、田の賃貸借、使用貸借で６６，４４１㎡、畑の賃

貸借、使用貸借で３，９４１㎡、契約件数は４１件でございます。 

一志地区につきましては、田の賃貸借、使用貸借で６８，１８０㎡、畑の使

用貸借で７１８㎡、契約件数は６４件でございます。 

白山地区につきましては、田の賃貸借、使用貸借で５８，４４９㎡、契約件

数は１９件でございます。 

美杉地区につきましては、田の賃貸借、使用貸借で７，１０６㎡、畑の使用

貸借で５，９１５㎡、契約件数は５件でございます。 

以上、合計で田の集積が、賃貸借、使用貸借を合わせて２００，１７６㎡、

畑の集積が、賃貸借、使用貸借を合わせて１０，５７４㎡で、合計契約件数は

１２９件、合計面積は２１０，７５０㎡となっております。 

次に認定農業者への集積状況でございます。 

地区別の認定農業者への集積は、久居地区１５件、一志地区３０件、白山地

区１４件、美杉地区１件、合計で６０件、合計面積 １６１，０６５㎡でござ

います。 

今回提出させていただきました利用集積計画につきましては、農業経営基盤

強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。事務局の説明が終わりましたが、皆さん方のご意見

をお伺いしたいと思います。どうですか。よろしいですか。 
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部会委員  ＜一同 はい＞ 

 

議  長   それでは、お諮りします。ただいま審議をいただきました議案第６号につい

て、ご異議ございませんか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第６号については適正であると認め、市

長に進達することといたします。 

       以上で、本部会に付議されました議案は全て審議をいただきました。ありが

とうございます。 
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上記は、第４回第２農地部会の議事を録したものである。 

 

  平成２７年４月２１日 

 

 

                     議事録署名者              

 

 

                     議事録署名者              


